
港北区会計年度任用職員（こども家庭支援課保育・教育コンシェルジュ） 募集要項 

 

 

 

 

 

横浜市では、一人ひとりのニーズにきめ細かく対応して、多様な保育サービスの内容や

利用方法の情報を十分にお伝えできるよう、港北区会計年度任用職員（こども家庭支援課

保育・教育コンシェルジュ）を募集します。子育て中の方を応援したい！という意欲のあ

る方、私たちと一緒に、子育てしやすいまち・横浜をつくりませんか？ 

 

業務内容 

 

 

(1) 区役所窓口や電話、出張先で、市民の保育サービス等（認可保育所、認定こ

ども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、横浜保育室、川崎認定保育園、

事業所内保育施設、企業主導型保育事業、一般認可外保育施設、ベビーホテ

ル、幼稚園、私立幼稚園預かり保育、一時保育、乳幼児一時預かり、横浜子

育てサポートシステム等）の利用に関する相談、必要な情報の提供等 

(2) 保護者のニーズや状況に合った寄り添う支援 

(3) 利用申込みをした保護者に対する、保護者の意向や状況の把握 

(4) 保育サービス等の利用に関する情報の収集、整理、共有、広報、分析等 

(5) 関係会議等への参加 

(6) 相談記録の作成 

(7) 利用者支援事業に伴う地域子育て支援拠点との連携業務 

(8) (1)の他、保育・教育施設・事業等の利用に関すること 

(9) その他区長が必要と認めること 

※その他、大規模災害発生時における災害対応業務（基本的に補助的な業 

務で、勤務時間内のみ） 

応募要件 

 

(1) 令和８年４月１日現在中学校卒業以上の方 

(2) 保育に関心があり、子育て中の方を応援したいという意欲のある方 

(3) パソコン（ワード、エクセル程度）の操作ができること 

募集人数 若干名 

雇用期間 令和８年４月 1日～令和９年３月 31日 

※上記の任期期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力 

実証の結果が良好である場合は、公募によらず再度任用される可能性があり 

ます。（最大４回） 

勤務時間 (1)8時 45分から 17 時 15分まで（昼休憩時間１時間含む） 

(2)月～金曜日のうち所属長が定める週４日 

勤務場所 港北区こども家庭支援課 

横浜市港北区大豆戸町 26-1 

報酬等 

（令和７年度実績） 

(1)月額 211,400円 

(2)通勤手当（実費相当額を別途支給：上限あり） 

(3)期末・勤勉手当 

港北区保育・教育コンシェルジュ 

（会計年度任用職員）を募集します！ 

 



(4)身分 地方公務員法第 22 条の２に定める会計年度任用職員 

※金額は予定額の為、変更となる可能性があります。 

※任用期間中に、制度改正により金額が変更となる可能性があります。 

休暇等 (1)年次有給休暇等 

(2)特別休暇 夏季休暇、病気休暇等 

応募方法 下記まで必要書類を提出してください。（郵送可。確実な郵送のため、「簡易書

留」扱いにしてください。） 

(1) 提出書類（様式は下記ホームページよりダウンロード、または区役所窓口で

もお渡しします） 

① 会計年度任用職員申込書 

② 作文  

(2) 提出期限 

令和８年２月 17日（火）必着（持参・郵便の場合ともに同日 17時まで） 

(3) 提出先 

港北区役所福祉保健センターこども家庭支援課 

  「保育・教育コンシェルジュ募集担当」まで 

※この選考において提出された書類は、一切返却しません。 

選考内容 (1) １次選考（書類選考・作文※申込時に提出） 

テーマ「あなたが組織で働くうえで特に気を付けていることについて三点挙

げてください。また、なぜその三点について気を付けているのかそれぞれ理

由を述べてください。」800字程度 

(2) １次選考結果通知 

令和８年２月 24日（火）発送予定 

(3) ２次選考（面接） 

令和８年３月４日（水） 

※時間等詳細は１次選考合格者に対し、別途通知します。 

(4) ２次選考結果通知 

令和８年３月中旬以降 

※選考の結果は、合否に関わらず、受験者全員に文書で通知します。 

その他 採用内定者には、必要に応じ、雇入れ後に健康診断を受診していただくことがあ

ります。  

本選考による採用は、令和８年度予算が横浜市会において議決されることを停止

条件とします（議決されなかった場合は、選考に合格していても採用されないこ

とがあります）。 

 


